　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

指定審査機関 応募計画書

	申請団体名
	

	記載担当者
	【氏名】　　　　　　　　　　　　　　　　　　【電話番号】


指定審査機関申請団体としての貴団体の整備等の状況を記載すること。

1． 貴団体が本指定審査機関申請を行うにあたっての「団体としての基本的な考え」を記載すること。









2． 指定審査機関として必要な規範の方針化ならびに規程化
指定審査機関は以下のすべての内容を方針化・規程化することが必要であるので、規程類の複写を提出すること。

(1) 審査業務の独立性の保持

(2) 業務の適正性、公平性の確保
(3) 運営管理の責任（正確性・法令遵守・情報管理・機密保持・個人情報保護・苦情処理）

(4) 審査事項の限定（審査項目以外の審査の禁止）

(5) 審査業務の原則的な内部完結（個人を除く再委託の禁止）

(6) 審査品質の責任（審査員教育等、協議会からの指導・管理に対しての回答・改善・応諾義務）

3． 指定審査機関として必要な拠点・組織の整備
指定審査機関は以下のすべての体制を整備すること。

(1) 国内に実施拠点を１カ所以上設け、日本全国の事業者審査が可能であること。

(2) 業務は団体の他業務と区分された専任の部署で運営されること。

(3) 経理は団体の他業務と区分された会計処理で運営されること。
(4) 専任部署は専用の電話・電子メールアドレスを各１以上有すること。





　　　（５） 役員（代表者を含む）と利害関係を有する審査申請事業者の審査結果の合否判定には外部の委員で
　　　　　　構成する第三者性を有する委員会を設置すること。
（６） 業務を統括する専任の管理監督責任職員を配置すること。






（７） 業務を専任担当する１名以上の事務職員（管理監督責任職員を含まず）を配置すること。





4． 審査実施能力の保持、向上
指定審査機関は以下の能力・経験をすべて有する審査員を３名以上確保すること。
なお、指定審査機関と審査員の契約形態は問わない。

(1) 製造請負事業等の関係法令（労働法全般）に関する基本的な知識を有すること。

(2) 製造生産拠点（工場等）の生産・品質・安全衛生・技術系に関する基本的な知識を有すること。

(3) 人事管理（人事評価・職業能力形成・キャリア開発・賃金処遇等）に関する基本的な知識を有すること。





5． 指定審査機関の応募資格※のうち、次の項目について、貴団体の状況を記載すること。
※：公募要項「４.指定審査機関に関する規程」の（１）「③指定審査機関の応募資格」
(1) 申請段階において、過去５年間に労働基準法・労働安全衛生法・労働契約法などの規定により罰金の刑が科されたことがある場合、その執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から５年を経過していること。
(2) 申請時において過去３年間に上記（1）項に規定する法律及び労働保険・社会保険以外の法令義務違反がなく、社会通念上信用を著しく失墜することなく当該業務が支障なく執行できると判断される者であること。
(3) 団体が製造関係の請負業務、（業種を問わない）労働者派遣事業、（職種を問わない）民営職業紹介事業のいずれも自ら営んでいないこと。

[image: image1]
【注】上記（１）～（３）項以外の応募資格項目については、申請時の提出書類で確認します。
6． 貴団体が仮に指定審査機関として事業を開始する場合、申請・審査等に関する料金設定をどの程度と考えるか。価格帯の幅があることも可。（※本内容は申請資格要件等ではない。記載は任意）









（必要に応じ本欄を拡張し記載をすること）





















































（現地審査の対応の可否）　　　　いずれかに〇印を記入。　　（　　　　　可　　　　・　　　否　　 　　）


（オンライン審査の対応の可否） いずれかに〇印を記入。　　（　　　　　可　　　　・　　　否　　 　　）





（本欄を拡張し、拠点情報の記載をするか、上記事項が全て記載されている文書を提出すること）














（本欄を拡張し、組織図等の記載をするか、上記事項が全て記載されている文書を提出すること）














（本欄を拡張し、予算計画等の記載をするか、上記事項が全て記載されている文書を提出すること）














（本欄を拡張し、整備内容の記載をするか、上記事項が全て記載されている文書を提出すること）























（本欄を拡張し、以下の記載をするか、当該事項が全て記載されている文書を提出すること）


記載する内容…委員会の構成等





（本欄を拡張し、以下の記載をするか、当該事項が全て記載されている文書を提出すること）


記載する内容…職員氏名、所属部署（現行部署で可）、職務記述・経歴等





（本欄を拡張し、以下の記載をするか、当該事項が全て記載されている文書を提出すること）


記載する内容…職員氏名、所属部署（現行部署で可）、職務記述・経歴等





（本欄を拡張し、以下の記載をするか、当該事項が全て記載されている文書を提出すること）


記載する内容…審査員氏名、貴団体との契約形態、職務記述・経歴（管理職経験も含む）等





（次のア，イのいずれかに○印を付け、イ項の場合は該当する上記の項目番号とその内容を記載すること）


　ア　上記、（1），（２），（３）のいずれも満たしています。


　イ　上記のうち、次の事項が満たしていません。


　　【イの場合の内容】








■GJ認定制度　（１審査申請企業当たり）　　　　　　　  円（から　　　　　円）程度





■GJチャレンジ制度　（１審査申請企業当たり）　　　　　円（から　　　　　円）程度





※本計画書内に記載された全ての個人情報・企業情報は、


指定審査機関決定に係る審査目的以外に一切利用しま


せん。
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